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○中村美津緒委員長 ただいまから、文教経済常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、本委員会に付託され、去る 12 月 11 日に開催した本委員

会において、閉会中の継続審査とすべきものと決した議案第 185 号「公の施

設の指定管理者の指定について（青森市営八甲田放牧地第一牧場等）」及び請

願第６号「学校給食に関する請願」の２件について、先ほど本会議において、

閉会中の継続審査の申出が否決されたことから、引き続き審査を行うもので

あります。 

 また、本案の審査及びその審査内容に係る議長への報告については、会議

規則第 44 条第１項の規定により、本日午後４時までに終了するよう期限が付

されておりますので、審査に当たりましては、委員並びに理事者の御協力を

お願いいたします。 

 なお、理事者側の招集は、議案の所管部局であります農林水産部及び教育

委員会事務局としておりますので、御了承ください。 

 それではまず、議案第 185 号について、引き続き審査いたします。 

 本案に対する説明を改めて当局から求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 農林水産部から御説明申し上げます。議案第 185

号「公の施設の指定管理者の指定について」であります。 

 前回の文教経済常任委員会では、委員の皆様に対しまして、説明不足の点

があり、大変申し訳ございませんでした。本日は、改めて前回御指摘のあっ

た事柄等を中心に御説明させていただきたいと存じます。 

 議案第 185 号関係資料の「青森市営共同牧野の管理について」を御覧くだ

さい。 

 まず、審査項目の「同種の施設管理業務の実績」の採点についてでありま

すが、審査項目の「同種の施設管理業務の実績」における配点は５点となっ

ております。内訳といたしましては、同種の施設の管理における実績が１点、

現在、同施設を管理している者の過去４年間の管理実績が４点となっており

ます。 

 今回の青森農業協同組合の場合、これまでの当該牧場の指定管理者ではな

いため、獲得できる最大点は同種の施設の管理における実績の１点でありま

して、今別町営牧場の管理実績はありますが、規模が本市の市営共同牧野の

面積より小さいことから、自動採点により 0.5 点となったものであります。

この点についてきちんと説明できず申し訳ございませんでした。 

 次に、牧野管理の現状について、現指定管理者である東青畜産農業協同組

合の管理内容を御説明させていただきます。 

 まず、放牧牛の管理についてでありますが、指定管理業務における管理面

積は、放牧または採草の目的に供することが可能である面積のことでありま

して、募集要項及び仕様書におきましては 345.5 ヘクタールとしております。 
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 参考までに表を掲載しておりますが、賃借面積そのものの合計は、奈良岡

委員から御指摘ありましたとおり 667.5 ヘクタールであります。 

 なお、放牧牛は２つのグループに分け、グループごとに 10 ヘクタール程度

に細分化したエリアに放牧し、一、二週間程度で牧草が少なくなった場合、

他のエリアへ移動する方法を取っております。その放牧牛の巡視は、２つの

グループが放牧されているエリア内を、２名体制で１日２回、車両で行って

おります。疾病牛の確認につきましては、群れから離れていたり、座り込ん

でいる牛などで判断しております。発情の確認については、そのサインとな

る行動で確認しております。 

 次に、施設・設備・草地の管理についてでありますが、施設・設備・草地の

管理は、２名体制で１日１回、車両で巡回し、不具合などの状況を確認して

おります。 

 なお、柴森山につきましては、放牧頭数が減ってきておりますことから、

現在放牧されていない状況であり、月１回の巡回を行い、牧道の草木が繁茂

する前に草刈り等を実施しております。また、有害植物が発生した場合につ

きましては、刈り払いを実施し、その除去に努めております。 

 牧柵の張線・降線、牧柵下の草刈り、牧道の草刈りなどは、必要に応じ臨時

作業員を雇用し対応しております。 

 最後に、市の考えでありますが、ただいま御説明申し上げましたとおり、

常時１日２名体制で巡回・草刈り等を実施していることに加えまして、繁忙

期は臨時作業員を雇用することで、放牧牛、施設等の管理が遂行されており

ます。また、市では、年２回のモニタリング調査において適切な管理運営が

なされているかについて確認しております。 

 今回、青森農業協同組合から提出された青森市営牧野指定管理者指定申請

書におきましては、常時１日２名体制を確保し、必要に応じて臨時作業員を

雇用する計画となっており、加えて、農協職員には牛の疾病・発情等を確認

できる専門知識を有した者がおります。また、放牧牛の管理や施設・整備・草

地の管理内容につきましても、同申請書及びその内容の聞き取りにより、現

指定管理者と同等の内容を確認しております。さらに、今別町営牧場の管理

業務を昭和 56 年から受託しておりますことから、青森農業協同組合が青森市

営共同牧野の指定管理業務を遂行できるものと考えたところであります。 

 以上、議案第 185 号につきまして、前回の質疑を踏まえ、再度御説明させ

ていただきました。慎重御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 これより質疑を行います。 

 御質疑ありませんか。奈良岡委員。 
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○奈良岡隆委員 説明をいただきました。まずもって、委員会がもっと審議

を尽くしたいという、必要だという継続審査が、本会議で否決された。私は

非常に残念。青森市議会でこれまでなかったことだと私は思いますけれども、

議会基本条例の趣旨からいっても議論を尽くすというのは当然のことで、そ

れをわずか２票差で否決された。この文教経済常任委員会の委員として十分

に議論し、議論を尽くしていきたいと。そして結論を出すことが務めだと思

います。 

 この指定管理者の選定は、市長が指定管理者の候補者を決めて、議会が議

決して初めて指定管理者の選定となるということで、仕組みとしては、予算

案と同じです。今回、５年間の指定管理です。6500 万円以上の予算を要する

事業であります。市民のためしっかり審査しなければならないと思います。 

 先ほど農林水産部長から説明がありましたけれども、審査表の１－ｂの「同

種の施設管理業務の実績」が 0.5 点のところで、５点中 0.5 点だった理由で

すけれども、管理実績ありということですが、これは、今別町のことを言っ

ているのでしょうか。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 御指摘のとおり、今別町営牧場のことであります。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 今別町営牧場の管理実績があるということですよね。浅虫

温泉森林公園の「同種の施設管理業務の実績」は、今回初めての公募という

ことで、１点です。なぜここが実績があるのに 0.5 点なのかということを私

は非常に不思議に思いますけれども、選定評価委員会による審査時、プレゼ

ンテーションもしくはヒアリングを行うことになっていますよね。農協の担

当者が来てプレゼンテーションかヒアリングをしたと思うんですけれども、

そういうことでよろしいんでしょうか。 

○中村美津緒委員長 はい、農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 ただいま奈良岡委員から御指摘があったように、

農協の職員が選定評価委員会開催時、応答のために来ております。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 実績に対するヒアリングに対してどんな返答だったのかお

知らせください。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 選定評価委員会の担当の者から説明させます。 

○中村美津緒委員長 どうぞ。 

○熊谷圭介財政課主幹 財政課主幹の熊谷です。 

こちらの自動採点のほうでありますが、まず、こちらは自動的に事務局の
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ほうで、規模を考えまして 0.5 点ということをつけさせていただいた上で、

ヒアリングの際にも今別町の牧場の広さはどれぐらいかという話にはなりま

した。それにおきましては、同規模ではないので、半分以下の点数にすると

いうことで 0.5 点ということになっております。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすれば確認ですけれども、ヒアリングの際も今別町の

話は出たんですね。 

○中村美津緒委員長 財政課主幹。 

○熊谷圭介財政課主幹 はい、出ておりました。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 それでは、今別町営牧場の広さ、管理内容をお知らせくだ

さい。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 担当課から説明させます。 

○中村美津緒委員長 どうぞ。 

○佐藤保農業振興センター所長 農業振興センターの佐藤です。面積のほう

は 201 ヘクタールで、牧草の管理、施設の管理、放牧牛の管理となっており

ます。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 約 200 ヘクタールというのは利用地が約 200 ヘクタールと

いうことですか。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 草地面積、放牧するための草地としての面積であ

ります。ですので、当方の面積と比較しますと、当方は 345.5 ヘクタールの

牧野面積と同じ使い方という意味では、201 ヘクタールということでありま

す。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 その件についてはまた後で聞きますけれども、今、確認の

ために聞きましたけれども、牧野ですから。さっきも話がありましたけれど

も、放牧牛の管理、草地の管理、それからそれに附属する施設の管理、これが

最も重要なところです。だから、管理運営方針とか、放牧牛を増加させる取

組、放牧牛を増加させるための取組が高い配点になっています。放牧牛の増

加は配点が 20 点、候補者は標準点を上回った点数になっています。放牧牛拡

大への提案はどのようなことがあったのかお知らせください。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 放牧牛を増加させるための取組の提案とい
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たしまして、農協からは、畜産部会の方々に声をかけて、利用の促進を促し

ていくということになっております。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 利用を促進するのは分かるんですけれども、具体的にどう

しようとしているのかお知らせください。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 同じ話になるんですけれども、周知を図っ

ていくということであります。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 ちょっと聞き取りの際に、黒毛和牛の放牧をお願いすると

いう話がありましたけれども、いかがですか。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 畜産部会の中には、黒毛和種を飼育してい

る方もいらっしゃいますので、現状、黒毛和種が放牧されていませんので、

黒毛和種の方にもお声がけをしていくということにしております。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 八甲田牛は短角牛ですよね。短角牛で放牧していない頭数

というのはどれぐらいあるのかと、黒毛和牛で放牧できる数というのはどれ

ぐらいあるのかお知らせください。 

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 ただいまの質疑については、ちょっと今、データ

を持ち合わせておりませんので、お答えできません。申し訳ございません。 

○中村美津緒委員長 それは調べることは可能ですか。 

○加藤文男農林水産部長 ちょっと時間がかかるようです。資料の確認も必

要ですので、時間をいただいてもすぐにはお答えできない状況です。すみま

せん。 

○中村美津緒委員長 審査する場ですので、今調べるように。急いで調べて

ください。奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 それと合わせて、黒毛和牛ですけれども、放牧できる牛が

成牛――大人の牛か子牛か、また、雄か雌かも併せて教えていただきたいと

思います。 

 それでは、回答が来るまでちょっと別の部分で質疑しますけれども、指定

管理料について聞きます。 

 基準額が 1051 万 7000 円から 1352 万 8000 円に変わった理由をお示しくだ

さい。 

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 担当課から説明させます。 
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○中村美津緒委員長 はい、どうぞ。 

○佐藤保農業振興センター所長 増額された部分は、機械リース料でありま

して、現指定管理者から当初の公募で応募がなかったものですから、現指定

管理者から聞き取りをいたしまして、トラクターなど、牧野管理に必要な車

両のリースをしなければならないということが判明いたしまして、その分、

増額したところであります。リース料としまして 383 万 8000 円であります。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 現指定管理者じゃなくて、指定管理候補者ですよね、まだ

決まっていないんですから。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 現状を確認するために、現指定管理者に確

認し、こういう機械が必要ですよということで、うちのほうで積算したもの

であります。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすると、この約 300 万円アップしたというのは、要す

るに、最初に募集して、応募者がなくて、２回目を公募したときに約 300 万

円アップしたと。それで、それは現指定管理者、要するに東青畜産農業協同

組合のことですよね。そこに聞き取りして、それでその結果、リースが必要

だから約 300 万円アップした。今の指定管理者は、自分たちで機械を持って

いたわけですよね。それでやっていたと。それで、また募集するというとき

に、公募ですから、どういう応募者があるか分からないのに、実際機械を持っ

ていて応募する人もあるわけでしょう。何で条件を変えて、リースが必要だ

ということで約 300 万円アップして募集するんですか。 

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 繰り返しの答弁になるかもしれませんが、１回目

の公募では、先ほど委員からお話のあった約 1000 万円の基準額での応募をか

けたところでありますが、応募がなかったものですから、どこがどう応募の

条件として足りないのか、もしくは見直しすべき点があるのかという部分に

ついて、今やっていらっしゃる東青畜産農業協同組合のほうが詳しいという

ことで、まずお聞きしに行きまして、先ほど奈良岡委員がおっしゃたように、

東青畜産農業協同組合は今、自前の機械をお持ちなので、リース料はかから

ないんですが、これから、再公募――東青畜産農業協同組合はもう応募しな

いということはその段階では分かっていましたので、東青畜産農業協同組合

に確認したところ、これから公募するに当たっては、今、東青畜産農業協同

組合が持っているそういう機械類の準備はしないと、応募者がいないのかも

しれないというアドバイスをいただいたので、それを踏まえて必要かどうか



－8－ 

も判断しまして、予算組みをさせていただきまして、増額ということで広く

350 万円ほど上げて公募をかけたという流れがありますので、御理解いただ

けないでしょうか。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすれば、今、候補者のほうにはあらかじめ機械を持っ

ているかどうかとかを聞いたわけではないんですね。 

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 あらかじめは聞いておりません。公募をかけた後

で、例えば、内容について聞かれるようなことがありましたが、そのときに

は公平に聞かれたものはお答えしておりますので、そのリース料等々が入っ

ているかという話についてはお答えしております。それは農協ばかりではな

くて、お問合せのあったところ全てにお答えしております。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 分かりました。 

 第三牧場、育成牧場、柴森山牧場のことですけれども、ちょっとお聞きし

ますが、国から借りていますよね。牧野として借りているということでいい

でしょうか。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 放牧する場所ということで申し上げますと牧野と

いうことでお借りしております。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 使用料はかかっているんですか。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 使用料はかかっております。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 えっ、使用料かかっているんですか。幾らですか。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 少しお待ちください。第三牧場と、それから育成

牧場、柴森山牧場、これは国有林でありますので、年間 71 万円ほど払ってお

ります。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 約 71 万円払っているんですか。 

 あそこは、国から牧野として借りているわけですよね。それで、いろんな

施設があります。使用料も払っている。説明だと、例えば、第三牧場には発電

施設もあります。柴森山牧場には、畜舎も監視舎も牛衝施設もある。牧道以

外にその周辺の草刈りもしなきゃいけないですよね。多くの手間がかかる。
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第三牧場も含めて、私、667 ヘクタールって言いましたけれども、そのうちで

使わなくなって、国から土地を借りて使用料を払っているけれども使わなく

なっている。そこの管理が必要だと。施設もある。そこの管理も必要だとい

うことですよね。これは、ずっと続けるんですか。前の指定管理者というか、

今の指定管理者は、第三牧場などの管理もできなくなって辞めたと思うんで

すけれども、同じような２人体制で果たしてできるのかどうか、それからずっ

とこれから借り続けるのかどうか教えてください。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 現在の指定管理者からそこの部分ができないから

辞めたということではなくて、東青畜産農業協同組合はちょっと組織的な問

題がありまして、継続的に指定管理者はできないという御事情であります。 

 それから、管理の面でありますけれども、まず今、賃借面積と牧野面積の

開きがあるのは確かに表を御覧いただければわかるんですけれども、これは、

我々もなぜこういう借り方をしているかはちょっとわかりません。恐らく一

山というような感じのくくりでお借りしたのではないかなと思うんですが、

その中でも牧野として使える面積というのはやっぱり限られておりますので、

そういう意味でこの表で牧野面積というふうに区分けはしております。その

中にある、今、御指摘のあった発電所とか、監視舎とか、そういう施設の管

理、これも必要でありますが、現行どのようにしているかというと、月１回

の巡視などをやっておりまして、それで不具合があれば、直せる範囲では直

すでしょうし、我々のほうにも報告は来るという流れにはなっています。た

だ、今のところそういう状況がなかったものですから、今後そういう問題が

あれば、それに対応しなければいけませんが、今までの監視の仕方を先ほど

奈良岡委員がおっしゃったようにしていくための、例えば、牧道の管理をし

たりというのは、それは月１回見回りながら対応しているというところです。 

 今後どうするかという部分でありますが、そこについては我々もまだ、今

お借りしている部分を戻すとか、そういう話は今現在のところは考えており

ません。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 今の話だと、第三牧場とかできちっとやっていましたよね。

牧場として。でもやっていないような言い方をしているじゃないですか。 

  〔加藤文男農林水産部長「すみません、ちょっと訂正させていただきま

す」と呼ぶ〕 

○中村美津緒委員長 はい、どうぞ。 

○小笠原訓史農林水産部次長 農林水産部、小笠原です。 

第三牧場に関しては、平成 28 年度から休牧という形でうちのほうは対応し
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ておりましたので、第三牧場に関しても、平成 28 年度から指定管理のお金に

は、大きいくくりのものには入っていないと御理解していただければと思い

ます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 今の答弁でいいんですか、本当に。まあ、一応常任委員会

での答弁ですので、残るわけですから。 

 そうすれば、柴森山も第三牧場も国から借りて、今の話が本当だとすると、

もう昭和二十……（「平成 28 年」と呼ぶ者あり）平成 28 年からですか。柴森

山はいつからでしたっけ。 

○中村美津緒委員長 農林水産部次長。 

○小笠原訓史農林水産部次長 柴森山は、平成 23 年度から放牧は行っており

ません。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすれば、それからずっと管理して、草刈りというか、

管理だけをして使用料を払ってきたわけですよね。これからもずっとやるつ

もりなのか、私は不思議ですけれども、その件はまた別の機会に聞きたいと

思いますけれども。実際、今利用している約 300 ヘクタール、牧場の管理に

ついて聞きますが、草地更新はどうされるのか。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 草地更新については、指定管理の業務には

入っておりません。草地更新は、草地の状況を確認しながら、市で必要があ

ればやっていくということになると思います。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 草地更新は、指定管理者はしないと。市がやるということ

ですか。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 そのとおりです。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすれば、リースするトラクターとか、その機械は、何

に使うんですか。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 牧草の肥料まき、あとは、雑草刈りなどで

使用することになります。 

 以上でございます。 

  〔加藤文男農林水産部長「すみません、補足です」と呼ぶ〕 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 細かく申し上げさせていただきます。 
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 トラクターについては、草地管理のために使用するものであります。それ

で、ブロードキャスターという機械もありまして、これは、肥料・種子を散布

する機械、それからモアーコンディショナーという機械もあります。これは

牧草を刈る機械。乗用車、４トントラックということで、監視用の車、あと

は、飲み水の運搬とか、肥料等の運搬等に使うような車両、こういった車両

５台のリース料を見込んだ、先ほど奈良岡委員が言った増額した部分の対象

のリース車両は、今言った５台のことであります。すみません。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 今の答弁は駄目ですよ。草地更新というのは、完全草地更

新を言っているわけではなくて、普通、草地更新というのは、まず１つ大き

な問題は、指定管理者じゃなくて市でやるということは、新たに市が大きな

予算をつけて、大規模にやらなきゃいけないということです。市でやると言っ

たからには。それが大きな問題。もう１つ、牛を放牧するわけでしょう、市の

さっきの説明では。２か所、２グループに分けると。それぞれ 10 ヘクタール

くらいのところを区分けして移す。10 ヘクタールのところに牛を――たしか、

牛は五十何頭だと思うんですけれども、それを放すわけでしょう。すると、

牛は草を食べる。草を食べるとまばらになる。そうしたら隣に移す。その食

べたところを草刈りして、まばらになっているから草刈りして、肥料をまく。

それがモアーコンディショナーであったりブロードキャスターなんですよ。

それを草地更新って言うんですよ。そうやってやらないと、牧草地はきちん

と管理できない。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 すみません、私が申し上げたのは、草地更新のた

めの機械を申し上げたのではなくて、申し訳ございません、遅れて答弁しま

したが、その増額した機械の内訳を申し上げました。 

 それで、草地更新については先ほど担当からあったように、必要に応じて

市のほうで対応すると。今の指定管理業務の内容にも経費は盛っていないと。

仕様書の中でも、草地更新の作業を今回の業務にはしていないということで

あります。 

 今、奈良岡委員がおっしゃったように、専門的な御指摘だと思うんですけ

れども、そのやり方については知っておりますので、ちょっと説明させてい

ただきます。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 奈良岡委員の今おっしゃった、牛が食い終

わった後の草をもう１回手入れするなどというのは、仕様書には草地管理と

いうことで載せております。それで、私が草地更新と先ほど説明したのは、

もっと大規模な、何ていうんですか、年数を置いて、何年もたって荒れ果て
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たところを、土を反転させるなどの草地更新の話をさせていただいたところ

であります。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 何も専門的な話でなくて、牧草管理では普通の話ですよ、

私が言っているのは。当たり前の話。今、言葉の違いで草地更新、草地管理っ

て言ったけれども、普通は草地更新と言うんですよ。 

 それで、管理ということで言えば、牧場の管理というのは特殊ですよ。普

通の指定管理じゃない。ただ、建物だけを管理するわけじゃないわけですか

ら、業務内容も様々あります。例えば、施設の草地管理と放牧牛の管理で言

えば、牧野の建物や設備の定期的な見回り、いっぱいありますよね、施設。柴

森山にもいっぱいある。あの山のずっと上のほうにも。その見回りをして、

点検して、清掃して、消毒しなきゃいけない。あと、施設内の備品、それも

ちゃんと調べて、不具合があったら直さなきゃいけない。放牧牛――放牧し

ていますよね。それを１日２回、前は２回以上だったと思うんですけれども、

最低２回は見回らなければいけない。給水や給塩――要するに、牛に塩やら

なきゃいけないですから、給塩施設は常に点検していなきゃいけないんです

よ、水とか塩とか。それで、足りなかったら適時補給しなきゃいけないんで

す。そうでなければ、きちんと牛が育たないので。それに、言われているとこ

ろの草地管理。草刈りをやって、肥料をまく。また移ったら、それをやらな

きゃいけないんですよ。それで、その上に、牛がいなくなることがあります

よ。私の知っている範囲でも、崖から落ちていなくなったと。それを探すの

に何日もかかったんです。巡回して草地の管理をして、施設の管理をして、

牛も探さなきゃいけない。それを２人でやるというんでしょう。私、できな

いと思いますよ。今別町の町営牧場の管理業務を昭和 56 年からやっている。

ノウハウは多分――多分というか、ノウハウがあるので、指定管理業務がで

きるという農林水産部の見解、要するに、昭和 56 年からずっと今別町では

やっている、実績がある、だからできるということですよね。今別町の町営

牧場は、青森農業協同組合とはいえ、蟹田支店の今別営農センターで管理し

ています。そこからの聞き取りでは手助けが来るという話ですけれども、そ

こから手伝いが来るということですか。例えば、トラクターとかのオペレー

ターも。オペレータ―も、モアーコンディショナーとかつけてやるわけです

から、ブロードキャスターとか。専門的なオペレーターでないと駄目なんで

すよ。それが今、今別町のほうから助けに来るということですか。 

○中村美津緒委員長 はい、農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 少し遡りまして、給水・給塩の見回りのことにつ

きまして、少しお話しさせていただきますと、御指摘のとおり、水・塩は適宜
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補給しなければならないということで、水の補給は現状、１日２回行ってお

ります。塩については、放牧牛の巡視時に残りが少なくなっているかどうか

を確認し、なくなっていれば補給するといったような体制であります。 

 それで、今別町のオペレーターの話でありますが、農協のほうに確認した

ところ、今別町の者を持ってくるかどうかは、そのお話はないんですけれど

も、改めてそういう運転手、運転される方々を探して雇用するということで

あります。そのように聞いております。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 私が聞き取りで教えてもらったときには、今別町のほうか

らの手助けもあるという話を聞いたんですけれども、ああそれならと思って

納得したんですが、そうなんですか。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 そういうお話をしたのであれば、申し訳ございま

せん、私の言い方が間違ったのかもしれません。今別町は今別町、こちらは

こちらで作業員は雇用すると。そういうふうに伺っております。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすれば、普通に考えて、今別町で牧場を管理している、

その人がこっちに来て見てくれるのであれば、それはできるかもしれません。

また、今までやっていた人がやってくれるのであればできるかもしれません。

ただ、私が聞く範囲では、今までやっていた人は、大けがをして、骨折をし

て、この間治ったばかりで、もうやらないと聞いています。そうすれば、その

特殊な牧野の管理をどうやってやるのか、２人で、素人が。教えてください。 

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 ちょっと担当のほうからその部分を聞いておりま

すので、お答えいたします。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 現作業員で１名の方は継続して従事しても

いいという話は承っております。ですので、全くの素人だけということには

ならないかと考えております。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 今の話は作業員ですよね。（「はい」と呼ぶ者あり）作業員

ですよね、今までの指定管理者で使われていた人……（「すみません、いいで

すか」と呼ぶ者あり） 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 私が先ほど申し上げた１名というのは、４

月から――開牧から閉牧まで常勤でいる１人であります。 
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○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすればその人が、２人１組のうちの１人としてやると

いうことですか。それだと安心しますけれども。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 はい、そういうふうに伺っております。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 黒毛和牛の話はどうなりましたか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中村美津緒委員長 はい、農林水産部次長。 

○小笠原訓史農林水産部次長 毎年、２月１日現在で行っている頭数調査に

よると、市内の黒毛和種について、成牛・子牛の区分はちょっと不明なんで

すけれども、繁殖用として 42 頭、肥育用として 32 頭の計 74 頭となっており

ます。 

 短角牛については、現在、市内に令和２年度で 138 頭があり、そのうち令

和２年度に 101 頭が放牧されております。よって 37 頭が放牧されていない数

字となります。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 ありがとうございます。 

 ただ、私は、短角牛を放牧していないところがなぜ放牧しないのか知って

いますよ。これからも放牧しないと。だから、黒毛和牛を放牧するしか頭数

を増やす方法というのはないんじゃないんですか。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 農協の提案のほうは、黒毛和種も含めて農

協の畜産部会の方々に声をかけていくというふうに提案しております。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 黒毛和牛の放牧を働きかけるということで、この放牧牛を

増やすという取組は評価されているということでいいんですか。 

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 選定評価委員会のほうで、そこの採点の部分は行

われたということであります。我々はその取組を推進したいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 私は、今別町の町営共同牧野に直接電話して聞きました。

どういうふうになっているのかということを。先ほど農林水産部では、200 ヘ

クタールと言いましたよね。今別町では、100 町歩、100 ヘクタール、そのう

ち使っているのは 50 ヘクタール、そのほかの部分は、前はスキー場とかを
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やったりして、今は使っていないと。50 ヘクタールですよ。 

それで、私が１番不思議に思ったのは、青森市のほうから問合せとかあり

ましたかと聞きました。１回電話があったと。聞くために、中身を教えてほ

しいと。何に使うのかというと当然、議会で答弁しないといけないとか何と

かということで市のほうで考えて問合せしたのかもしれませんけれども、今

別町のほうでは、そういう対応であれば、きちんと公文書で質問文を出して

ほしいと言ったそうですよ。そうしたら、それから電話がなかったと言うん

ですけれども、それは本当ですか。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 そのとおりでございます。 

 面積のほうはホームページ上で、全国の牧野面積、頭数などを公表してい

るものがありますので、それで今別町営牧場の面積を確認して、私、201 ヘク

タールと申し上げたところであります。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 直接聞かないで、そういうのを見て、それで議会で答弁す

るの。私でも聞きましたよ。今別町営の牧野は管理委託ですよ。管理委託で

すから、草地の更新、そちらのほうで言う管理はしない。共同牧野の広さは

100 ヘクタールで、共有地が３分の２、３分の１が国から。それで牧野として

利用しているのが 50 ヘクタール、さっきも話しましたけれども。作業員は１

人だそうです。その作業員は何をするのか。放牧牛の巡回だけ。草地の更新、

草地管理はとてもじゃないけどできないので、和牛飼育組合というのがある

んです。草地の更新もある程度知識がないとできないので、その組合員の人

が出てやっているんですよ。50 ヘクタールでもそうですよ。320 ヘクタール

を２人でできるんですか。今別町の約７倍の面積ですよ。ほかに、柴森山牧

場、第三牧場の施設の管理もありますよ。あそこに施設いっぱいありますよ

ね、発電機とか。無理でしょう、２人で。できないと分かっていて指定して、

それができないとなったら、それは市の責任ですよ。分かっているんですよ

ね。 

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 るる御指摘ありましたが、私どもは今、現在の東

青畜協がやっている業務が、我々が仕様書上で求めている内容が達成できて

いるということで考えております。したがって、東青畜協のやり方を踏襲と

いいますか、確保できるのであれば、我々が今回求めている指定管理業務が

こなせるものと考えております。もちろんそのためには、引継ぎ等々をしっ

かりしてもらわなければいけませんけれども、その前提は当然にしてありま

す。 

 ですので、先ほど冒頭申し上げましたが、今やっている業務を２名でやっ
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ているということですので、その体制が確保できるかということで我々は判

断しております。したがいまして、今回の申請書、事業計画も含めてであり

ますが、そういう体制は取るということでの内容でありますし、農協のその

作業以外の指定管理の組織として、農協の職員が兼務でしっかりした体制を

とっていくとも提案されておりますので、我々とすれば可能だと判断してお

ります。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 だからそういう指摘を受けて、それでも可能だと言って、

やってできなかったら、それは市の責任だと言っているんですよ。何も答弁

を求めているわけじゃないので。 

それで、２人だけで今言ったことを本当にできるのか。第一牧場、第二牧

場、第三牧場があって、育成牧場があって、柴森山牧場があって、それをやっ

ていたのですよ。ところが、できなくなって、柴森山牧場、今行けば――農林

水産部長、見に行ったことないでしょう。第三牧場もちゃんと管理できなく

なって、今の状態なんですよ。これから草地がますます荒れてくれば、どう

するんですか。牛を増やそうとしているわけでしょう。牛を増やそうとして

いるのに、例えば、そちらのほうの話のとおりであれば、牛を増やそうとし

ているのに、本来であれば、第三牧場とか、きちんと管理して、牧野として

やっていけなきゃいけないのに、もはやできない状態ですよ。草地更新でき

ないですよ、あれ、きっと。まあ、やろうと思えば、お金をかければできるん

でしょうけれども。それで、できなくてこうやって牧場は少なくなってきた

のに、そのできないときの人数でできるという、現状を維持できるというの

はどう考えてもおかしい。  

何回も言いますけれども、話をしているのは、例えば、各議員のところに

説明に行ったと。さきの議会でも、200ヘクタールと言っていましたよ。今別

町で実績があるんだと。ところが、その中身が違うじゃないですか。50ヘク

タール、監視員は１人、あとは和牛飼育組合でやってくれている。先ほど―

―確認しますけれども、市は放牧牛を増やすと言っていますよね。それで、

黒毛和牛を放牧するようにお願いしてできる。今別町の町営牧場は黒毛和牛

を放牧しています。農林水産部のほうで、ほかでも放牧しているところがあ

ると言っていました。確かにあるんですよ。ただ、八甲田牛、短角牛は放牧で

きる。できるんですよ、牧野に。草食べるから。それこそ、黒毛和牛の場合は

肉質が大事ですから、肉が大事。肉というのは、飼料ですよ。おいしいものを

食べさせないと、ああいうふうに高い肉はできないんですよ。運動させない

で、おいしいものを食べさせて、大きくなってもらう。それで、肉質がいい肉

が取れるんですよ。それを、放牧させて、運動させて、草だけ食べさせて、あ
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れ、いい肉が取れないんですよ。安くしか売れないんですよ。そういうこと

はしないんですよ。それで、例えば、放牧して、牛が草を食べるでしょう。草

しか食べないんですから。そうすれば、タンとか、硬くなってしまうんです

よ。肉質が落ちるんですよ。  

 今別町営牧場は黒毛和牛を放牧しています。黒毛和牛を放牧しているとい

う事実だけはあるんですよ。ただ、中身を聞いた。あそこは短角牛はいない

ですから、すべて黒毛和牛。それも、雌と子牛だけですよ。雌と子牛だけ。な

ぜか分かりますか。  

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 雌と子牛だけ――繁殖。繁殖も１つの目的

であります。あとは、生産コストの低減、経費の節減になろうかと思います。 

○中村美津緒委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 違うのさ。雌と子牛しか放牧しない。雄、肥育牛は放牧し

ないのさ。雌は繁殖期が来たら、下に下ろしてきて、人工授精させるんです

よ。そんなに長く置かないの。子牛は10か月たてば、子牛市場に出すから。子

牛市場に出すんですよ。大きくしないの。肥育牛は、放牧しないんですよ。な

んでかっていうと、肥育牛というのは、放牧すると、さっき言いましたけれ

ども、肉質が落ちるからですよ。それは、牛の世界では普通の話。 

まあ、長々とこうやって話しても、答弁できないこともあるので、私は、一

番の問題は、常任委員会で話をして、答弁できなかったことに対して、常任

委員会の各委員に対して、農林水産部で個別に回って説明したと。それは、

まず１つは、委員が説明してほしいと言えば、説明するのは、私は当たり前

だと思います。それで、もしも間違ったことがあったんであれば、委員長に

了解を得た上で、各委員に説明する。それが当然ですよ、委員会で。委員長に

も承諾を得ない。私は、委員長が何で怒らないのかなと思うけれども、なん

でもそうじゃないですか、資料でも何でも、配付にしても。常任委員会の委

員長に了解を得て、その上で各委員に説明に行くというのが普通ですよ。そ

れを農林水産部は個々に説明していく。その説明している内容も、今みたい

に、50ヘクタールを約200ヘクタールと言ったり、誤った説明じゃないですか。

私、指定管理の方法でもっと――募集の在り方とか、管理について、いろい

ろと問題があると思っています。ただ、今回、議会でこういう決定が下され

たので、この時間内で質疑しなければいけない。まあ、急に言っても、資料が

出てこないと思うので、ただ、今の答弁を聞いて、とてもじゃないけれども、

私は、青森市の財産である牧野をきちんと管理できるとはとてもじゃないけ

れども思えない。指定管理のこの仕様書どおりに管理できるとは思わないの

で、ぜひ否決すべきだということで、話を終わりたいと思います。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はありませんか。天内委員。 
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○天内慎也委員 奈良岡委員のように全体像があまり分からない、現場のこ

ともちょっと分からなくて、専門知識もないんですけれども、前回、継続審

査に賛成したのは、奈良岡委員の質疑に対して、農林水産部のほうで的確な

答弁がなかったので、これは今、賛成することができないなと思って、その

ようにしました。 

それで、ちょっと疑問点を何点か聞きたいと思うんですけれども、指定管

理料を約300万円アップしたということで、それは農協に今、公募しているん

だけれども、農協で機械がないから、機械をそろえるためだということなん

ですが、その農協のほかに２つの団体――団体というか業者と言うんですか

――が募集に手を挙げたと思うんですけれども、同じ条件で、約300万円上乗

せしたその条件で説明をしたのかどうか、お願いします。 

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 公募があったのは、１者だけであります。公募で

すので、例えば、農協だけに配慮したとか、そういうことはありません。あく

までも、基準額は公平に公表してありますので、誰々のためのとかというの

はないです。公募ですので、逆に言うと、できないことだと思っております。 

○中村美津緒委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 じゃあ、その２つというのは私の間違いなのかもしれませ

ん。勘違いなのかもしれませんが、農協だけだと。 

 あと、先ほどから、今回のこの牧場というんですか、２人でできるのかと、

再三、奈良岡委員から質疑がありました。それで、先ほど委員長に確認を取

らないでというふうにありましたけれども、私は納得がいかないものですか

ら、まあ、委員長には確認を取っていないので叱られるかもしれませんが、

何度か聞いたんです、担当部から。それで、牧場があって、牛を放すところを

区分けしていって、その小さく区分けしたところに牛を放して、草がなくなっ

たらまた移すというふうにやっているので、２人でできるんだという説明を

受けていますけれども、本当に２人でできるのか、そのほかの管理もあると

思うんですけれども、その点をお願いします。 

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 ただいまの御質疑は、冒頭、私が今回の資料でもっ

て説明した真ん中あたりのことだと思うんですが、２グループに分けて、細

分化したエリアに放牧しておりまして、一、二週間程度で移すということで

あります。それは今もやっておりますので、それは２人でできております。 

 それから――以上でしたでしょうか。（「いいんじゃないですか」と呼ぶ者

あり）すみません、そういうことで、現行は２人でやっております。 

○中村美津緒委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 もうちょっと聞きますけれども、今までは２人でやってき
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たからいいというのは分かりますけれども、今まで東青畜協でしたか――が、

やってきたのを今度は農協がやるということで、そこの担保が欲しいわけで

すよ。本当に大丈夫かどうかと。もう一度お願いします。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 先ほど少し触れましたが、御存じのとおり、この

指定管理業務は、旧新となった場合は必ず引継ぎをしっかりした上で新しい

ほうに引き継ぐということが義務づけられている制度であります。したがっ

て、東青畜協がやってこられた内容、それから、我々市のほうで求めている

ことができるか、それを含めて引継ぎはしっかりしていきますので、受けた

農協も、それを基にやっていくことになります。そして、これも先ほど少し

申し上げましたけれども、市のほうでモニタリングを年２回ほどやります。

ちゃんとやれているかどうかというチェックをします。７月と２月の年２回

やるんですが、その際に、その運営体制がちゃんとやっているか、ちゃんと

業務をこなせているかという、何項目か項目があるんですが、それをしっか

りヒアリングしながら、現場に行って確認しながらという作業もやっていき

ますので、進行管理もできるので、もしその際にやっていなければ、改善と

かそういうことを求めて、そのリターンも確認して進めていく――リターン

というのは、ちゃんと改善されているのかという確認を含めて進めていくと

いうことになります。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 もう１つ聞きます。農協に、農業の問題とかを質問したり

していて、米やリンゴとかは農協との関わりがあって、農協がなければ市の

農業も一緒に進んでいかないというのは、私は分かっているんですけれども、

畜産のほうがどうしても分からなくて、畜産のほうは農協だから大丈夫だと

説明を受けているんですけれども、畜産のほうでなぜ農協だから大丈夫だと

言えるのか。ちょっと難しいかもしれないですが、お願いします。 

○中村美津緒委員長 農業振興センター所長。 

○佐藤保農業振興センター所長 畜産戸数は少ないんですけれども、農協の

中に、畜産部会を組織して、その方々の指導なり、講習会を開催したりとい

うことはやっておりますので、人数が少ない――目立ったようには見えない

のかもしれませんが、指導なり巡回は、農協のほうでもしているということ

です。 

○中村美津緒委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 ちょっと今の答弁……。人数ではないんですけれども、そ

れは分かるんですけれども、その関わりですね。今のでは、担保、根拠はちょっ

といまいち伝わってこなかったです。 
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○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 厳密に言って、農協だからできるというようなこ

とは、直結しないかもしれません。先ほど奈良岡委員からもるる御指摘のあっ

た面積の話、我々の確認の甘さがあるのかもしれませんが、公表されている

201 というヘクタールを捉えて、これまで説明させていただきましたが、実質

は、先ほど奈良岡委員が言ったような話なのかもしれません。それはあるに

しても、実際、作業員は先ほど 50 ヘクタールで、今別町の事例では作業員１

人で巡回だけという話でありましたが、実際に農協が請け負っている業務で

ありますので、そういう意味ではちゃんとした管理、全体の管理はしている

ものと私らは考えておりますし、今回の提案の内容も、我がほうの仕様書に

対して、ちゃんとやるという、やるんだという意気込みのある提案だと認識

しております。そして、選定評価委員会でも基準点を上回る採点――合計点

はですね――上回る採点でありましたので、私どもは可能だと認識しており

ます。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 先ほど農林水産部長から冒頭説明があったことについて、

ちょっともう１回聞きますけれども、疾病牛に対しては、サインで分かるん

だと言っていましたよね。サインや行動で分かると。草刈りは月１回で、臨

時の人を雇うと言いましたよね。また、放牧牛は、２名で１日２回、車両が出

回るから管理はできるんだと言っておりましたけれども、本当に大丈夫なん

ですかね。 

○中村美津緒委員長 はい、農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 何度も申し上げます。現在、東青畜協にお願いし

ている業務は、十分遂行されていると思っております。 

 したがって、その業務を今、募集内容や仕様書を変えておりませんので、

その業務ができるかという観点で申し上げますと、今回の提案の内容を見て、

我々はできるものと判断しております。 

○中村美津緒委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 いろいろと聞いて、これ以上は質疑しませんけれども、基

本的に私どもは、本当にどっこいの話ですけれども、指定管理業務に対して

は反対の立場なんですけれども、今は置いておきますが、ちょっとでも疑問

が残るのであれば、賛成はできないものかと思っております。 

 以上です。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はありませんか。山脇委員。 

○山脇智委員 私もちょっとこの牧場管理ってあまり詳しくなくて、奈良岡

委員の質疑を聞いていてちょっと疑問に思ったことがあるんですけれども、
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柴森山牧場と第三牧場というところの話が出ていて、奈良岡委員の話ですと、

今までの業務の中でできなくて休牧になっていったというようなお話があっ

たと思うんですが、まず、それで正しいのかどうかということと、今、新しく

やる農協のほうでは、ここをまた使えるような提案というか、そういう提案

になっている、まあ、どういう扱いになっていくのかというところも少し詳

しく聞きたいなと思うんですが。 

○中村美津緒委員長 農林水産部次長。 

○小笠原訓史農林水産部次長 まず、柴森山と第三牧場に関して、休牧にし

た理由というのは、放牧牛が少なくなったというのがまず第１番の理由にな

ります。それによって効率的に牧草地を回すということで、有効的に使える

場所を定めて、そちらの管理自体は、一定の巡回みたいな形で、月１回とか

という話で、実は今の現指定管理者のところと協議をしてその中身はたしか

決めていたと私は聞いておりました。 

 続いて、どうしていくのかということであれば、牛が増えれば、確実に牛

の放牧場も面積を広く取らなければいけなくなりますので、その際にはもう

既に荒廃地になっているという状況になりますので、県などの関係機関から、

どういった形で草地を整理していけばいいのかというのは、改めてちょっと

アドバイスを受けながら更新していくような形になっていかざるを得ないと

思っておりますので、要は、あくまでも牛の増加に伴うものであれば、直ち

にうちのほうでも行動は起こしていきたいと考えておりました。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はありませんか。蛯名委員。 

○蛯名和子委員 ２点お聞きします。 

 今日渡された資料の最後、下から２行目でも、さらに、今別町営牧場の管

理業務も昭和 56 年から受託していることから、この指定管理業務も遂行でき

るものと考えるというのは、実績を評価していると思うんですけれども、や

はり、その「同種の施設管理業務の実績」が 0.5 点というところに私は引っ

かかって、継続審査にしたんです。 

 先ほどの説明だと、面積が半分だからということですけれども、これは機

械的にというのは、選定評価委員会がつけた点数ではないということでしょ

うか。 

 それと矛盾というか、おかしいとは考えないですか。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 今、お話のあった 0.5 点のところは、配付してい

る資料の一番上のほうにありますが、自動採点で選定評価委員会のほうで 0.5

点となるものであります。それは、要は今別町の事例の面積が小さいという

ことで、0.5 点ということに自動採点上はなるということです。 
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○中村美津緒委員長 蛯名委員。 

○蛯名和子委員 それでも、やはりここのいう「同種の施設管理業務の実績」

とすれば、おっしゃるようなことであれば、0.5 点ではなく１点以上はなるわ

けですよね。これは、今言っても仕方ないことなんですけれども、その辺は

どのように考えていますか。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 私も個人的にはそうあるべきだとは思うんですが、

選定評価委員会の採点上のルールとして、ここに書いてあるように、まず、

新規の指定管理者候補者であれば、最大で１点ということになります。そし

て、それは規模が小さければ、自動的に 0.5 点というふうに今回の場合は採

点されるものですので、そこには選定評価委員会のルールというものがあり

ます。我々は先ほど来話しておりますが、奈良岡委員からも御指摘ありまし

た１回しか電話をしていないという話があったんですが、その際もどういう

業務をやっているのかという部分は確認したつもりですが、その際には牛の

放牧管理とか、我々が今やっているような草地管理もやっていると聞いたも

のですから、こういうふうに今別町の実績ありと捉えているものであります。 

 以上です。 

○中村美津緒委員長 蛯名委員。 

○蛯名和子委員 分かりました。あと、もう１点なんですけれども、現在、

放牧されている牛はどれくらいいるんですか。 

○中村美津緒委員長 農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 今年でありますが、107 頭であります。 

○中村美津緒委員長 蛯名委員。 

○蛯名和子委員 分かりました。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はありませんか。奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 最後に、今の農林水産部長のお話で、今別町では、今別町

の町営牧場、放牧の監視と草地管理をやっているということでしたけれども、

私が聞いた限りでは、放牧牛の監視だけ、草地管理は飼育組合でやっている

と、そう聞いていますよ。それから、108 頭と言っていましたよね。（「107 頭

であります」と呼ぶ者あり）この指定管理者の募集要項で見ると、令和２年

度は、成牛、子牛合わせて――成牛が 50 頭、子牛が 42 頭で 92 頭ということ

になっています。それから、私が聞いている範囲ですけれども、２つの農家

が近々やめると。もう１つのところも近い将来、放牧をやめることを考えて

いると聞いていますよ。市のほうの説明とちょっと違う気がします。 

○中村美津緒委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○加藤文男農林水産部長 まず、今別町の確認の――すみません。担当から、

捉え違いだったかもしれません。今、聞いたら、放牧管理、草地管理と言いま
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したけれども、そこまでは確認していなかったそうです。201 ヘクタールの部

分の確認はしたそうですけれども、それも先ほどの公表した数字の話だった

そうであります。申し訳ございません。 

 それから、２農家がやめて、将来的にはという、要は肥育農家が少なくなっ

ていくということでありますが、御指摘のとおり肥育農家も高齢化が進んで

いて、そうした声も聞いておりますが、今現在、牧野を使うという農家がい

る以上、我々とすれば提供したいと思っています。 

 以上です。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はありませんか。山脇委員。 

○山脇智委員 すみません。事務局のほうに確認したいんですけれども、次

の議案ともちょっと関わるので、１回継続審査が否決されているんですけれ

ども、再度継続審査ということはあり得るんですか。それともないんですか。 

○中村美津緒委員長 はい、議会事務局。 

○櫻田新司議事調査課副参事 本日の本会議で継続審査が否決されましたの

で、今の定例会の会期中に、簡単に言えば白黒つけなければいけないんです

けれども、継続審査ということは、会議規則の一事不再議という規定があり

まして、継続審査が１回否決されましたので、よってこの場でもう１回継続

審査という結論はないということになります。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中村美津緒委員長 ないようでございますので、農林水産部に対して、私

から御指摘をさせていただきたいと思います。 

何名で各委員の方に御説明をしたか分かりませんが、私たちはしっかりと

審査すべきということで継続審査にいたしました。それを各委員に御説明に

上がるということは議事録にも残りませんし、その各委員に対して納得させ

るような極めて誤解を招くような行為だと私は考えております。ですから、

説明も今後は公平公正にできるような、しっかりと対応していただきたいと

考えております。 

○加藤文男農林水産部長 分かりました。私どもは、実はどこが駄目だった

のかというところを確認の意味でお伺いしたのですが、そういうふうになっ

てしまったことについてはおわび申し上げます。申し訳ございません。 

○中村美津緒委員長 あと、部長の答弁で、かもしれないだとか、公表して

いる数字だからといっても、誤った数字かもしれませんので、しっかりと調

査をして申し上げるべきだったなと私は思います。 

○加藤文男農林水産部長 すみません。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はないようであります。なければ質疑はこ

れにて終了いたします。 
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 これより採決いたします。本案については、原案のとおり可決すべきもの

と決することに御異議ありませんか。 

〔「異議ありになっています」と呼ぶ者あり〕 

○中村美津緒委員長 申し訳ございません。本案については御異議がありま

すので、起立により採決いたします。 

 議案第 185 号については、原案のとおり可決すべきものと決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○中村美津緒委員長 起立少数であります。 

 よって、議案第 185 号は否決すべきものと決しました。 

○中村美津緒委員長 次に、請願第６号について、引き続き審査をいたしま

す。 

 本請願に対する市当局の意見・対策等について、改めて説明を求めます。

教育委員会事務局教育部長。 

○工藤裕司教育委員会事務局教育部長 請願第６号「学校給食に関する請願」

につきまして、御説明申し上げます。 

 学校給食を運営するに当たりましては、学校給食法第 11 条の経費の負担の

規定を基本に、義務教育諸学校の設置者である市が、施設・設備の修繕費や

光熱水費、調理等に必要な人件費等を負担しており、保護者の皆様には、学

校給食費として給食に係る食材費のみを御負担いただいております。 

 資料を御覧ください。 

 学校給食課所管の令和２年度当初予算額は、歳入総額で 11 億 6375 万 9000

円であり、このうち保護者の皆様から納めていただく学校給食費として 11 億

5496 万 9000 円を予算措置しているところであります。 

 また、歳出総額で 21 億 4450 万 4000 円であり、このうち、給食材料費とし

ては 11 億 5514 万 5000 円、給食扶助費として１億 9928 万 4000 円、光熱水費

及び燃料費で１億 4067 万 5000 円、人件費で 2263 万 5000 円、給食センター

運営委託費等で６億 2676 万 5000 円を予算措置しているところであります。 

 学校給食費を無償化するためには、学校給食費の 11 億 5496 万 9000 円か

ら、給食扶助費として支出している１億 9928 万 4000 円と国・県からの給食

扶助費への補助金 440 万 1000 円を差し引き、９億 5128 万 4000 円の財源が必

要となるところであります。 

 詳しくは、令和２年度当初予算額別紙を御覧ください。 

 学校給食費は、設置者と保護者との協力により円滑に実施されるものであ

り、本市における持続可能な財政運営を考慮いたしますと、保護者の皆様に

も適切に御負担いただくことが必要であります。 

 したがいまして、請願第６号の給食費の無償化については考えていないと
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ころであります。 

 以上でございます。 

○中村美津緒委員長 御質疑ありませんか。山脇委員。 

○山脇智委員 まず、先ほど奈良岡委員から、さきの議案でも継続審査が否

決されるという事態についての意見があったと思うんですけれども、やはり、

十分な議論をしようというこの継続審査が否決されていいのかなというのが

まず１つあって、今回この請願についても、まずこの団体から意見を聞く必

要があるということでの継続審査だったという点では、ここで可否を問うて

しまうということは、この団体からの意見が聞かれないということで、十分

な審査が尽くされないのではないかということを、まず１つ申し上げたいと

思います。 

 あと、今、市の当局からは無料化は考えていないということで、主に財政

面からの意見が多かったと思うんですけれども、やはり、天内委員がさきの

委員会で指摘したとおり、憲法が保障する教育の無償化という部分で、仮に

財源がかかったとしても私はやる必要があると思うし、それはやはり、青森

市全体の財源の中での使い方というものを、どこに重点を置いていくかとい

うことにつながっていくものなんじゃないかなと思っています。 

 そういう面では、やはり青森市ではなかなか、公共事業や箱物にはかなり

予算はつぎ込んでいるけれども、教育の部分については十分ではないんじゃ

ないかという部分もありますし、また、今、青森市の最大の課題である人口

減少とか、現役世代の流出という面を考えても、やはりこの学校給食の無償

化を行うことによって、こういうものの食い止めにもつながると思いますし、

また、就学援助だけで子どもの貧困全てを補足できているという状態でもな

いと思いますので、私はこの請願については採択するべきだと意見を述べた

いと思います。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はありませんか。舘山委員。 

○舘山善也委員 私も意見なんですけれども、今回、今、奈良岡委員と山脇

委員もおっしゃられたように、みんなで委員会で決めて継続審査ということ

になったわけですよ。恐らく会派に戻ってから、継続審査に賛成したんだけ

れども、会派に戻ったら、いろんな理由があって、方向が変わったというこ

とは理解しなくもないです。ただ、結果的に、それであれば、半数の議員が賛

同をすれば途中で委員会も開催できるし、そういう行動をしてもらえれば、

今日このような形で、最終日に、皆さんの時間を取って、急いだ議決に臨む

こともなかったと思いますので、やはりそういうことは、会派に帰って、そ

ういう状況になったのであれば、速やかにそういう行動を起こしてもらいた

かったなということが１つの意見です。 

 今、山脇委員がおっしゃった中で、この団体から意見をもらうということ
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に関しては、意見はあったけれども、私はそれを承諾はしておりませんし、

委員会で呼ぶということも決めてはいなかったと記憶しております。また、

今回の請願に関して、無償化するという考え方の趣旨としては私も理解する

ところでもありますし、それは義務教育という観点から見れば子どもたちの

負担を少なくするということでは十分理解はできるけれども、今このコロナ

禍の中で新たに９億円以上の出費をしていくということが、果たしてここに

重点を置く問題なのかということは、ちょっと僕は疑問があります。 

 また、じゃあ今の教育の――給食の問題に関して、全く異論はないかといっ

たら、そうでもないです。ずっとこの扶助費の金額も変わらないし、扶助費

の設定自体も、申請しなければ分からない状況の方もいらっしゃるというこ

とで、この規定の曖昧さ、また、一歩でも二歩でもこの扶助費の率を上げる

とか、そういったことも検討すべきではないかなと思っているところであっ

て、この請願を特化して見れば、私はこれに反対ではありますけれども、趣

旨は賛同するところはあると思っております。 

 以上です。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はありませんか。蛯名委員。 

○蛯名和子委員 私は、やはり教育の無償化は国がやるべきだと思っていま

す。県内のほかの市町村でもやっているところはありますけれども、多分、

児童・生徒数とか、そういったところで金額も違ってくるだろうし、今、やは

り舘山委員がおっしゃったように、コロナで失業したり、食べていけない人

たちもいる中で、毎年毎年約９億円出していくのはちょっと大変だなと思っ

て、趣旨とは違うかもしれないんですけれども、もっと優先してやれるほう

にやったほうがいいかなと思っています。 

 また、給食費を無償化することによって――何でしたっけ、県外流出とか、

そういうのはちょっと防止できないんじゃないかなと思っております。 

 以上です。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はありませんか。天内委員。 

○天内慎也委員 これまでの経緯として述べますけれども、前回、去年の請

願の審査のときも、この請願に対して反対された方々は、国がやるべきもの

だと言うわけですよ。当然、国が財政負担をしてやれば、地方自治体も助か

るわけなんですけれども、それは私もそう思うんですけれども、じゃあ、な

ぜ今年の国に財政負担を求める意見書に反対をしたのか。私は、そこに矛盾

があるのではないかなと。これは、事実として申し上げたいなと思います。 

 それと、前回の審査でも申し上げましたが、実際に市民から私に言われて

いることは、他都市とやっぱり比較されます。南郡のほうの人たちは、何で

青森市は学校給食無償化をやらないんだとか言われるんですよ。なので、人

口減少は自然減というものも確かにありますけれども、ますますそういった、
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県内でも大分無償化が進んでいる中で青森市がやらないとなれば、そういっ

た意味からも人が離れていくのではないかなと思っておりまして、ぜひ賛同

していただきたいなと思います。 

 以上です。 

○中村美津緒委員長 ほかに発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中村美津緒委員長 それでは最後に、私から委員の皆さんに意見を述べさ

せていただきたいと思います。 

 私たちはこの文教経済常任委員会で、委員間討議をしっかりと重ねて、しっ

かりと話合いをすべきだというふうに――最初そうなりましたけれども、こ

の請願も、もっとしっかりと審査、お話合いすべきであったと思いましたが、

こういった形になって非常に残念であります。次はしっかりと審査できる場

を、この委員会でもっていきたいと思いますので、委員の皆様どうぞよろし

くお願いいたします。 

 なければ、質疑はこれにて終了いたします。 

 御異議がありますので、起立により採決いたします。請願第６号について

は、採択すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○中村美津緒委員長 起立少数であります。 

 よって、請願第６号については不採択とすべきものと決しました。 

 以上をもって、本日の案件は全て終了いたしました。 

 これにて本日の委員会を終了いたします。 

 

（会 議 終 了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


